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津市告示第１３０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き指定公金事務取扱者を指定し、使用料の徴収の事務を次のとおり委託したの

で、同条第２項の規定により告示する。 

  令和７年５月１日 

 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

 ⑴ 名称 

 株式会社ジャパンスポーツ運営 

 ⑵ 住所又は事務所の所在地 

 津市西古河町４番１２号 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

  津市美里保健センターの施設使用料 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和６年４月３０日 

４ 委託した日 

  令和７年４月３０日 

５ 委託期間 

  令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで 



津市告示第１３１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き指定公金事務取扱者を指定し、国民健康保険料のコンビニエンスストア収納

事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年５月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

  

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

 ⑴ 名称 

ビリングシステム株式会社 

 ⑵ 住所又は事務所の所在地 

東京都千代田区内幸町１－２－２ 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

国民健康保険料 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和７年４月２８日 



津市告示第１３２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３1条の２の３第１項の規定に

基づき指定納付受託者を指定し、国民健康保険料のコンビニエンスストア収納

事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年５月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

  

１ 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地 

 ⑴ 名称   

ＰａｙＰａｙ株式会社 

 ⑵ 住所又は事務所の所在地  

東京都千代田区紀尾井町１番３ 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

国民健康保険料 

３ 指定納付受託者に指定した日 

  令和７年４月２８日 



津市告示第１３３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、令和６年津市告示第７４号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

令和７年５月１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

かわきた苑自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２０日の定期総会において改選

されたため。 

 

 



津市告示第１３４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き指定公金事務取扱者を指定し、手数料の徴収又は収納に関する事務の一部を

次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 令和７年５月１日 

 

                津市長 前 葉 泰 幸  

    

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

 ⑴ 名称 

   株式会社カーステージ三重 

 ⑵ 住所又は事務所の所在地 

   津市雲出本郷町２０８６番地２ 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

放置自転車等撤去保管料 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和７年４月２１日 

４ 委託した日 

  令和７年４月２８日 

５ 委託期間 

  令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで 

   



津市告示第１３５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、令和６年津市告示第２０２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年５月２日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

杜の街くるみの丘自治会 

２ 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月１３日の定期総会において改選

されたため 

 

 



津市告示第１３６号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定

居宅介護支援事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条第１号の規定に

より告示する。 

令和７年５月７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  エミタス株式会社 

２ 事業所の名称 

  ケアマネジメント 笑みたす 

３ 事業所の所在地 

  津市高茶屋小森町５番地 

４ 指定年月日 

令和７年６月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 



津市告示第１３７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２６年津市告示第１８３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和７年５月７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  平木区自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

  地縁による団体の代表者が、令和７年４月１３日の定期総会において改選 

されたため。 



津市告示第１３８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１０年芸濃町告示第５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年５月８日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

林町自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２０日の定期総会において改選

されたため。 

 

 

 

 



津市告示第１３９号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５１条の２５第４項の規定に基づき、廃止の届出がされた

ので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条

の３０第２項の規定により告示する。 

令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  特定非営利活動法人 M・K・Y グループ 

２ 事業所の名称 

  たんぽぽパーク 

３ 事業所の所在地 

  津市乙部２１５４番地 

４ 廃止年月日 

令和７年３月３１日 

５ 廃止した事業の種類 

特定相談支援事業 

６ 事業所番号 

 特定相談支援事業所  ２４３０５０２０１９ 

 

 



津市告示第１４０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年美杉村告示第１２４号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

令和７年５月８日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

須渕地区自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２５日の通常総会において改選

されたため。 

 

 



津市告示第１４１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  地家区自治会 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月９日の定期総会において改選さ

れたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１４２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８７号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  馬場区自治会 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２９日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１４３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８８号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  高砂区自治会 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月１３日の定期総会において改選

されたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１４４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第９０号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  砂原区自治会 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月１６日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１４５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第９１号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  小松区自治会 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月１６日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１４６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第９２号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  川原区自治会 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２３日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１４７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第９３号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  桜町区自治会 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月１５日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１４８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第９４号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  稲葉区自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２３日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１４９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第９５号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  浜浦区自治会 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月６日の定期総会において改選さ

れたため。 

 

 

 

 

 



津市告示第１５０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き指定公金事務取扱者を指定し、使用料の徴収の事務を次のとおり委託したの

で、同条第２項の規定により公告示する。 

  令和７年５月８日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 委託を受けた者の名称、住所又は事務所の所在地 

⑴ 名称 

株式会社カーステージ三重 

 ⑵ 住所又は事務所の所在地 

   津市雲出本郷町２０８６番地２ 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

津市まん中広場使用料 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和７年５月１日 

４ 委託した日 

  令和７年５月１日 

５ 委託期間 

  令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで 



津市告示第１５１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２３年津市告示第１６９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  下之世古自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２２日の通常総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 



津市告示第１５２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１１年一志町告示第２８号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  野口自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月１５日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

  



津市告示第１５３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１９年津市告示第２９８号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年５月９日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

森音の郷自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月１３日の定期総会において改選

されたため。 

 



津市告示第１５４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、令和３年津市告示第２５０号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年５月９日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

城山東自治会 

２ 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２７日の定期総会において選任

され、同月２８日から就任することになったため。 

 

 



津市告示第１５５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第２７２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年５月１２日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

コモンヒルズ西が丘自治会 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和７年２

月９日の定期総会及び同年３月１６日の役員会議において選任され、同年４

月１日から就任することになったため。 

 

 



津市告示１５６号 

 地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）第２４３条の２第１項の

規定に基づき保育施設利用者負担額等収納業務を委託したので、同条第２項の

規定により告示する。 

  令和７年５月１２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 委託を受けた者の名称及び所在地 

  別表のとおり 

２ 公金事務に係る歳入等 

  教育・保育施設利用者負担額等 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

令和６年３月２９日 

４ 委託した日 

  令和７年４月１日  



別表 

法人の名称 施設の名称 施設の所在地 

社会福祉法人白蓮福祉会 白塚愛児園 津市白塚町５３３４番地 

社会福祉法人白蓮福祉会 津愛児園 津市桜橋三丁目４５番地

１ 

社会福祉法人清泉福祉会 清泉愛育園 津市新町一丁目８－１３ 

社会福祉法人諦聴会 三重保育院乳児保育所 津市柳山津興３３１０番

地１ 

社会福祉法人鈴の木会 片田保育園 津市片田志袋町３８４番

地 

社会福祉法人桃郷福祉会 つ保育園 津市藤方２６７０番地 

社会福祉法人泉福祉会 泉ヶ丘保育園 津市野田２１番地８１７ 

社会福祉法人津栄社会福

祉事業協会 

大里保育園 津市大里睦合町６０９番

地１ 

社会福祉法人若草福祉会 公園西保育園 津市長岡町９番地３ 

社会福祉法人洗心福祉会 豊野保育園 津市一身田豊野１９７９

番地１ 

社会福祉法人清泉福祉会 清泉ひかり愛育園 津市半田１４４２番地１ 

社会福祉法人三重清暉会 志登茂保育園 津市一身田平野３６１番

地１ 

社会福祉法人上浜福祉会 上浜保育園 津市一身田中野４２３番

地１ 

社会福祉法人洗心福祉会 はなこま保育園 津市高茶屋小森町４１５

９番地 

社会福祉法人自由学苑福

祉会 

久居保育園 津市久居西鷹跡町３６５

番地１１ 

社会福祉法人三鈴会 さくら保育園 津市河芸町影重１１４０

番地１ 

社会福祉法人あいうえお あいうえお保育園 津市美里町五百野１６１ 

７番地１ 

社会福祉法人洗心福祉会 第二はなこま保育園 津市高茶屋小森上野町７ 

７８番地 



社会福祉法人自由学苑福

祉会 

大川乳幼児保育園 津市大谷町２４０番地 

社会福祉法人洗心福祉会 つまちなか保育園 津市大門７番１５号 津

センターパレス４階 

 



津市告示第１５７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２７年津市告示第２１４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年５月１２日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

汐彩の街自治会 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和７年３

月１５日の定期総会において承認され、同年４月１日から就任することにな

ったため。 



津市告示第１５８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、令和５年津市告示第２５５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和７年５月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

古市区 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２７日の定期総会において改選

されたため。 

 



津市告示第１５９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第２２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和７年５月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

御城自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２日の臨時総会において改選さ

れたため。 

 

 

 



津市告示第１６０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１８年津市告示第５２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和７年５月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

上野自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２０日の定期総会において改選

されたため。 

 

 

 



津市告示第１６１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年津市告示第７７号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和７年５月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

白山町垣内自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月６日の定期総会において改選さ

れたため。 

 



津市告示第１６２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成３０年津市告示第１７２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和７年５月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

浜城自治会 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和７年３

月２日の通常総会において承認され、同年４月１日に就任することになった

ため。 

 

 

 



津市告示第１６３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成３１年津市告示第５号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  令和７年５月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

宮町区 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２３日の定期総会において改選

されたため。 

 



津市告示第１６４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き指定公金事務取扱者を指定し、地方税のコンビニエンスストア収納事務を次

のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和７年５月１３日 

 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

名 称 所 在 地 

株式会社百五デジタルソリューシ

ョンズ 

津市岩田２１番２７号 

地銀ネットワークサービス株式会

社 

中央区日本橋本石町４－６－７ 

株式会社セブン－イレブン・ジャ

パン 

千代田区二番町８番地８ 

株式会社ファミリーマート 港区芝浦三丁目１番２１号 

株式会社ポプラ 広島市安佐北区安佐町大字久地６

６５番地の１ 

ミニストップ株式会社 千葉市美浜区中瀬一丁目５－１ 

山崎製パン株式会社 千代田区岩本町三丁目１０番１号 

株式会社ローソン 品川区大崎１－１１－２ 

株式会社しんきん情報サービス 港区港南一丁目８番２７号 

株式会社セイコーマート 札幌市中央区南９条西５丁目４２

１番地 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

地方税 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和７年３月２７日 

４ 委託した日 

  令和７年４月１日 



津市告示第１６５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年美杉村告示第１０号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年５月１４日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

大御堂地区 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２６日の通常総会において改選

されたため。 

 

 



津市告示第１６６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第２２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年５月１４日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

下多気区 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２８日の定期総会において改選

されたため。 

 

 



津市告示第１６７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条の規定に基づき撤去し、保管し

ている自転車について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示す

る。 

 令和７年５月１５日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日     

久居射場町地内 １ 令和７年３月１７日 

久居新町地内 １ 令和７年４月７日 

久居野村町地内 １ 令和７年４月８日 

津新町駅自転車等放置禁止区域 １ 令和７年４月１１日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 １ 令和７年４月１５日 

栗真町屋町地内 １ 令和７年４月１５日 

垂水地内 １ 令和７年４月１５日 

半田地内 １ 令和７年４月１８日 

高洲町地内 １ 令和７年４月２１日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 ３ 令和７年４月２３日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 １ 令和７年４月２４日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１６８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成５年津市告示第６４号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

令和７年５月１５日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

つつじが丘自治会 

２ 代表者の氏名及び住所 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年４月２０日の定期総会において改選

されたため。 

 

 

 



津市公告第６６号                                           

 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号）第４条第１項の規定により次のとおり公募します。 

  令和７年５月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和７年度第１回市営住宅補充入居者募集 

１ 入居資格 

市営住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を全て備える者と

します。 

 ⑴ 本市の区域内に住所を有する者若しくは住所を移転し、かつ、定住する

意思を有する者又は本市の区域内に勤務場所を有する者若しくは勤務場所

を有することとなることが確実な者であること。 

⑵ 同居しようとする者があるときは、その者が親族（婚姻の届出をしない 

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。） 

であること。 

⑶ 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると 

認められる者でないこと。 

 ⑷ 入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入である者 

ア Ａ区分住宅 １５８，０００円以下（裁量階層世帯２５９，０００円

以下） 

イ Ｂ区分住宅 １１４，０００円以下（裁量階層世帯１５８，０００円

以下） 

    裁量階層世帯とは、次の要件のいずれかに該当する世帯をいいます。 

   (ア) 障害者基本法第２条第１号に規定する障害者でその障害の程度が次

に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める程度の者がある世帯 

    ａ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第５号の１級から４級 

までのいずれかに該当する程度 

ｂ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６ 

条第３項に規定する１級又は２級のいずれかに該当する程度 

ｃ 知的障害 ｂに規定する精神障害に相当する程度 

 (イ) 申込者が６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが６

０歳以上又は１８歳未満の者のみである世帯 

 (ウ) 申込者又は同居予定者に戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦

傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体

上の障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症ま

で又は同表第１号表ノ３の第１款症である者がいる世帯 



 (エ) 申込者又は同居予定者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者があ

る世帯 

 (オ) 申込者又は同居予定者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金

の支給等に関する法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等が

ある世帯 

 (カ) 申込者又は同居予定者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日か

ら起算して５年を経過していない者がある世帯 

 (キ) 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある世帯 

ウ 収入については、申込者及び同居予定者の過去１年間における所得税

法（昭和４０年法律第３３号）の例に準じて算出した所得金額の合計か

ら次に掲げる額を控除した額を１２で除した額とします。 

 (ア) 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円 

(イ) 給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者１人につき１０万 

円（合計額が１０万円未満である場合には、当該合計額） 

 (ウ) 同一生計配偶者で７０歳以上の者又は老人扶養親族１人につき１０

万円 

 (エ) 特定扶養親族１人につき２５万円 

 (オ) 申込者又は(ｱ)に規定する者に障害者がある場合には、障害者１人に

つき２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円） 

 (カ) 申込者又は同居親族に寡婦がある場合には、寡婦１人につき２７万

円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所得金額） 

(キ) 申込者又は同居親族にひとり親がある場合には、ひとり親１人につ 

き３５万円（所得金額が３５万円未満である場合には、当該所得金額） 

⑸ 現に住宅に困窮していることが明らかな者 

⑹ 市町村税等を滞納していない者 

⑺ 申込者又は同居予定者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。）が暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員でないこと。 

⑻ 津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５

号。以下「条例」といいます。）に基づいて定める家賃及び敷金を支払う

能力を有する者 



２ 受付期間、受付時間及び申込方法 

⑴  受付期間及び受付時間 

   令和７年５月１２日（月）から５月２０日（火）までの午前８時３０分

から午後５時１５分までとします。ただし、土曜日、日曜日を除きます。 

⑵ 申込方法 

入居申込みは、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次のアから

キまでの書類を添付の上、建設部市営住宅課（津市役所本庁舎６階）又は

市営住宅課分室（ポルタひさい南館１階）に申込者又は事情の分かる家族

の者が提出してください。 

  ア 申込者、同居予定者全員の市町村長の発行する所得・課税証明書。た

だし、津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例（平成２７年津市条例第４０号）第４条第２項又は第３項の規定に

より当該書類と同一の内容を含む特定個人情報（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報をいいます。）を利用す

ることができるときは、当該書類の提出に代えることができます。 

  イ 市外在住者の場合は申込者、同居予定者全員の住民票の写し 

  ウ 市町村税の完納証明書 

  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課所定の用紙） 

  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書 

  カ 心身障害者については手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手 

帳、療育手帳）、ひとり親世帯については戸籍の全部事項証明書（戸籍 

謄本）又は社会福祉事務所長の証明書 

  キ その他必要な書類 

３ 優先入居住宅への申込み 

  次の各号に掲げる者は、条例第１０条第３項に定める優先入居住宅の募集

がある場合、申込みを行うことができます。 

⑴ 条例第５条各号に該当する者 

⑵ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第

１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のない

男子で２０歳に満たない児童と同居し、扶養している者 

⑶ 申込者又は同居予定者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起



算して５年を経過していない者 

⑷ 永住帰国を希望する中国残留邦人等 

⑸ 申込者が６０歳以上の者であり、同居予定者のいずれもが６０歳以上又

は１８歳未満の者 

⑹ １８歳未満の子が３人以上いる者 

⑺ 申込者又は同居予定者が心身障害者（身体障害者手帳１～４級、精神障

害者保健福祉手帳１～２級、療育手帳Ａ１（最重度）～Ｂ１（中度）の交

付を受けた者） 

 ⑻ 申込者又は同居予定者が戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病 

者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程

度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同表第１号

表ノ３の第１款症である者 

 ⑼ 犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）第２条第２項に規定

する犯罪被害者等 

⑽ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第１条第２項

に規定する被害者 

 

４ 住宅入居申込書の配布 

住宅入居申込書は、令和７年５月１日（木）から５月２０日（火）までの

午前８時３０分から午後５時１５分までに、建設部市営住宅課及び市営住宅

課分室で配布します。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除きます。 

５ 選考及び抽選 

提出された申込書及び実情調査をもとに、入居資格要件に適合する者（以

下「入居適格者」といいます。）を選考します。 

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公 

 開抽選実施要綱（平成１８年訓第１８２号）に基づき、公開抽選会を行い、 

 入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択します。 

  公開抽選会は、令和７年６月２０日（金）の予定です。 

⑴  Ａ区分住宅 

ア 大井アパート     １戸 単身世帯可 

津市中河原１３４番地      鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

  家賃  １１，７００円 ～ ２７，０００円 



イ 南阿漕２号館     １戸  

  津市阿漕町津興２２２番地８   鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

  家賃  １５，２００円 ～ ３４，５００円 

ウ 藤方団地       ２戸 

  津市藤方２９７番地       鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ 

  家賃  １３，１００円 ～ ３０，７００円 

エ 城山アパート     １戸 単身世帯可 

  津市城山二丁目１９番１１号   鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

  家賃   ６，９００円 ～ １２，０００円 

オ 小森団地       １戸  

  津市高茶屋三丁目１０番１－２０１号 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ 

  家賃  ２１，２００円 ～ ４８，７００円 

カ 雲出         １戸 単身世帯可 

  津市雲出長常町１０２６番地１  鉄筋コンクリート３階建 ２ＤＫ 

  家賃  １９，９００円 ～ ４５，８００円 

キ 相川団地       １戸 単身世帯可 

  津市久居相川町１９５７番地１  簡易耐火平屋建     ２Ｋ 

  家賃   ３，６００円 ～  ８，４００円 

ク 中町団地       １戸 

  津市久居中町３６５番地     鉄筋コンクリート３階建 ３Ｋ 

  家賃  １０，６００円 ～ ２４，３００円 

ケ 相川西団地      １戸 

  津市久居野村町２００４番地１  鉄筋コンクリート３階建 ３Ｋ 

  家賃  １０，７００円 ～ ２４，７００円 

コ 桃里団地Ｂ棟     １戸 

  津市戸木町２１９１番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

  家賃  ２０，１００円 ～ ４６，２００円 

サ 新沢田団地      １戸 

  津市一志町新沢田１５４番地   簡易耐火平屋建     ３ＤＫ 

  家賃   ９，６００円 ～ ２２，１００円 

 

⑵ Ｂ区分住宅 

  ア 阿漕アパート     １戸 単身世帯可 



    津市柳山津興３１８番地     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

    家賃   ８，２００円 ～ １２，２００円 

  イ 西城山アパート    ２戸 単身世帯可 

    津市城山三丁目１０番３－４１０号他 鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

    家賃   ８，８００円 ～ １３，１００円 

 

家賃は、令和７年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯の収入等

に応じた家賃となります。 

   また、令和８年度以降は、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じた

家賃となります。 

６ 入居の時期 

  令和７年８月下旬の予定です。 



津市公告第６７号  

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 変更の内容 

  農地から農業用施設用地への変更 

２ 変更場所 

土 地 の 所 在 地 積 

(㎡)  

変更面積 

(㎡) 

用 途 区 分 

大 字 字 地 番 変更前 変更後 

木造町 
コウゾ

新畑 
1610-1 1426 1426 農地 

農業用 

施設用地 

 



津市公告第６８号  

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。 

  令和７年５月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 変更の内容 

  農地から農業用施設用地への変更 

２ 変更場所 

土 地 の 所 在 地 積 

(㎡)  

変更面積 

(㎡) 

用 途 区 分 

大 字 字 地 番 変更前 変更後 

一志町大仰 森 3093 396 85 農地 
農業用 

施設用地 

 



津市公告第６９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和７年５月９日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和７年５月１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市鳥居町１４７番１ほか１２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  多気郡明和町大字竹川５７６番地１ 

  池田建設株式会社 

代表取締役 早津 真由子 

 

 



津市公告第７０号 

次のとおり一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８年津市

規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

令和７年５月１２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 入札に付する事項 

⑴  業務委託名 

令和７年度津市安濃交流会館管理等業務委託 

 ⑵ 業務委託の概要 

   津市安濃交流会館の管理及び館内あのう温泉の円滑な運営と関連業務

（詳細は、別紙仕様書参照） 

⑶ 業務の履行期間 

   令和７年６月１日から令和８年３月３１日まで（１０月） 

２ 入札の参加者に必要な資格 

  参加資格要件は、下記の事項の全てに該当する者とします。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

 ⑵ 本件の公告から入札時までの期間において、本市から指名停止等を受け

ていない者 

 ⑶ 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

い者 

 ⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者（民事再生法に基づく再生手

続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた

者であっても再生計画又は再生計画が認可された者を除きます。） 

 ⑸ 納期の到来している国税・都道府県税・市町村税を完納している者 

３ 入札の参加申し込みに係る書類の配布 

仕様書、仕様書に関する質問書等については、津市ホームページの「仕

事・産業」情報で案内している「入札・契約」カテゴリの中の当該入札記事

からダウンロードしてください。 

４ 入札に係る仕様書に関する質問及び回答 

 ⑴ 質問書の提出期限等 

  ア 提出期限 

    令和７年５月２０日（火）正午まで（必着） 



  イ 提出場所 

    〒５１４－２３２６ 

    津市安濃町東観音寺４８３番地 

    津市安濃総合支所１階 地域振興課 総務担当 

  ウ 提出方法 

    仕様書に関する質問書（様式第１号）に質問内容を記入のうえ、提出

場所に郵送、電子メール又はＦＡＸ（電子メールの場合は、押印した場 

合は押印がわかるように第１号様式をＰＤＦファイル等に複写すること。）

により提出してください。 

    なお、代表者氏名については自署又は記名と押印（入札参加資格審査

申請使用印鑑届出印又は実印）とします。 

    ≪送信先≫ 

    電子メール 268-5511＠city.tsu.lg.jp 

    ＦＡＸ番号 ０５９－２６８―３３５７ 

  エ その他 

    電話、口頭等による質問や提出期限を過ぎて提出された質問書及び自

署又は押印のない質問書は受け付けません。また、郵送・電子メール・

ＦＡＸの場合は電話で到着の確認を必ず行ってください。 

 ⑵ 質問に対する回答 

  ア 回答期日 

    令和７年５月２１日（水） 

  イ 回答方法 

    津市ホームページ当該入札記事内において公開します。（質問者名は

非公開とします。）また、意見の表明と解されるものについては、回答

しない場合があります。 

    なお、入札後において仕様書等についての不明を理由とした異議の申

し立てはできず、回答に対する再度の質問は原則認めませんので、質問

書には質問内容を明確に記載し提出してください。 

５ 入札の参加資格の確認等 

本件入札に参加しようとする者は、次に掲げるところにより書類等を提出

し、本件入札の参加資格の確認を受けなければなりません。提出期間内に当

該書類等を提出しない者又は本件入札の参加資格を有することが認められな

かった者は、本件入札に参加することはできません。 



⑴  提出期限 

   令和７年５月２３日（金）正午まで（必着） 

   ※この期限を過ぎて送達された申請書類は受理しません。 

    また、郵送等の場合の未達等のトラブルに関して本市では一切の責任

を負いませんので、必ず電話等で到着の確認を行ってください。 

 ⑵ 提出場所 

   〒５１４－２３２６ 

    津市安濃町東観音寺４８３番地 

    津市安濃総合支所１階 地域振興課 総務担当 

⑶ 提出方法 

   提出方法については、地域振興課への持参、一般書留又は簡易書留とし

ます。また、郵送による提出の場合は地域振興課へ到着確認を必ず行って

ください。 

 ⑷ 提出書類 

   提出書類は、次のアからカまでのとおりとし、それぞれ正本１部を提出

してください。ただし、官公署が交付した証明書類等については、申請書

提出時における最新のもの（申請日以前３ヶ月以内に発行されたもの）を

提出することとし、下記にコピー可と記載のある証明書類は、写真機・複

写機等を使用して機械的な方法により複写したもので、ほぼ原寸大（原寸 

がＡ４版以外の版形のものは、できる限りＡ４版に拡大又は縮小すること。）

であり、かつ、鮮明であるものに限り、写しによって差し支えないものと 

します。 

   なお、津市競争入札参加資格者名簿に登録されている者については、エ

からカまでの書類を省略することができるので、アの書類の３の□にレ点

を入れてください。 

  ※申請書類は提出書類一覧表の番号順に並べて提出してください。 

  ア 一般競争入札参加資格審査申請書（様式第２号） 

  イ 宣誓書（様式第３号） 

  ウ 完納証明書（コピー可） 

    地方公共団体で完納証明書がない場合には、滞納がないことを表す証

明書を提出することで完納証明書に代えることができることとします。 

    なお、徴収の猶予を受けているため完納証明書が発行されない等の場

合は、ご相談ください。 



   （一般競争入札参加資格審査申請書の提出日の前３ヶ月以内に証明され

たものに限ります。オ及びカについても同じです。） 

   (ｱ) 国税に関する証明書 

     国税の未納の税額がないことの証明書（個人事業主にあってはその

３の２、法人にあってはその３の３） 

   (ｲ) 都道府県税及び市町村税完納証明書 

     本社所在地における都道府県税及び市町村税等の完納証明書を提出 

してください。なお、支店等が本件の入札、契約を行う場合は、本店 

所在地及び支店等所在地の都道府県税及び市町村税等の完納証明書を 

提出してください。（新規に支店等を開設した場合は「法人等開設届 

（写し）」を添付してください。 

  エ 登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書） 

  オ 印鑑証明書（コピー可） 

  カ 使用印鑑届（様式第４号） 

 ⑸ 本件入札の参加資格の確認結果の通知 

   本件入札の参加資格の確認結果は、令和７年５月２６日（月）までに一

般競争入札参加資格審査確認結果通知書（様式第５号）により通知します。 

   なお、本件入札の参加資格の確認を申請した時に提出された書類は、本

件入札の参加資格の有無にかかわらず、返却しません。 

６ 入札日時及び場所 

⑴ 入札日時 

   令和７年５月２７日（火）午前１０時００分 

⑵ 入札場所 

   安濃総合支所２階 安濃コミュニティセンター会議室２  

７ 入札保証金 

  入札保証金は免除します。 

８ 入札の無効 

津市契約規則（平成１８年津市契約規則第４０号。以下「規則」という。） 

第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

９ 契約保証金 

契約を締結する際に、契約単価に予定数量を乗じて得た金額に消費税及び

地方消費税分として当該金額の１００分の１０を加算した金額（１円未満の

端数は切り捨てる。）の１００分の１０以上の契約保証金を納付しなければ



なりません。 

ただし、規則第２８条第１項の各号のいずれかに該当する場合は、契約保

証金の納付を免除します。 

10 その他の注意事項 

 ⑴ 入札にあたっては、入札書（様式第６号）を使用し、仕様書に基づく入

札金額等を鮮明に表示し、封筒（一般競争入札参加者心得参照）に入れ、

貼り合わせ部分に原則３箇所の封印をしてください。 

   入札金額は、日額単価（消費税及び地方消費税抜き）をもって表示して

ください。 

   なお、入札金額については、履行期間中の最低賃金額の改定などを考慮

した上で入札すること。 

 ⑵ 入札に関する行為をする者は、入札前に入札者確認票（様式第７号）を

提出すること。 

 ⑶ 落札にあたっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とします。

課税事業者については、単価（税別）による契約とし、請求時において、

契約単価より算出した金額に消費税及び地方消費税分として当該金額の１

００分の１０を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てる。）を請求金

額とします。 

免税事業者については、単価に消費税及び地方消費税相当分として当該

金額の１００分の１０を加算した金額を契約単価とし、請求時において、

契約単価より算出した金額（１円未満の端数は切り捨てる。）を請求金額

とします。 

  なお、落札は、予定価格の範囲内において、最低価格入札者とし、最低

価格入札者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するもの

とします。 

⑷ 初度の入札で予定価格に達しなかった場合、再度入札を行う場合があり

ますので（原則として２回）、予備の入札書を用意してください。 

⑸ 本件入札に係る費用は、すべて入札者の負担とします。 

⑹ 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、

入札を延期又は中止することがあります。 

なお、入札の中止等に至った場合においても見積もりに係る費用その他

入札に係る一切の費用は補償しません。 

 ⑺ その他、入札の参加者は、別添「一般競争入札参加者心得」に留意のう



え、入札を行ってください。 

⑻ 提出書類の到着確認、窓口への書類の提出は、午前８時３０分から午後

５時までの間とします。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日は除きます。 

11 公金事務にかかる資料の提出について 

この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１

項に基づく公金事務を含むものであるため、落札者は次の要件を満たすこと

が確認できる資料を落札決定後直ちに提出してください。 

・ 公金事務を適切かつ確実に遂行できる財産的基礎を有すること。 

・ その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することが

できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 

 

【問い合わせ先】 

        〒５１４－２３２６ 津市安濃町東観音寺４８３番地 

        津市安濃総合支所 地域振興課総務担当 真伏        

電話番号        ０５９－２６８―５５１１ 

        ＦＡＸ        ０５９－２６８－３３５７ 

         メールアドレス    268-5511@city.tsu.lg.jp 

 

 



津市公告第７１号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３５条第３項の規定に基づく負傷動物の引取りについて通知があ

りましたので公告します。 

  令和７年５月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 負傷動物の特徴 

収容日 保護した

場所 

動物種及び

種類 

毛色等 性別 体格 年齢 その他 

令和７

年５月

１２日 

津市久居

明神町 

猫（雑種） 黒白 オス 小 子猫  

令和７

年５月

１２日 

津市久居

明神町 

猫（雑種） キジトラ メス 小 子猫  

２ 収容期間 令和７年５月１５日まで 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第７２号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  令和７年５月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定に係る道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日 

令和７年５月１３日 

３ 指定道路の位置 

  津市久居二ノ町１７１４番６ 

４ 指定道路の延長及び幅員 

⑴ 延長 

 Ａ ３４．９メートル 

⑵ 幅員 

  Ａ ４．０メートル 



津市上下水道事業公告第２０号 

津市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年津市条例第２０２

号）第５条第１項の規定により令和７年度に負担金及び分担金を賦課しようと

する区域を次のとおり定めましたので、公告します。 

令和７年５月２日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

負担金及び分担金を賦課する区域 

負担区名 賦課面積

（㎡） 

所在 賦課面積

（㎡） 

津第１処理分区第３負担区 1,030.46 雲出本郷町 1,030.46 

津第３―１処理分区第１負

担区 

842.36 高茶屋小森町 842.36 

津第３―２処理分区第２負

担区 

713.68 高茶屋六丁目 713.68 

津第４処理分区第１負担区 1,735.61 城山一丁目 788.28 

高茶屋一丁目 947.33 

津第５処理分区第２負担区 721.01 

 

阿漕町津興 462.57 

柳山津興 258.44 

津第５処理分区第３負担区 15,360.97 

 

阿漕町津興 10,390.73 

藤方 1,087.39 

垂水 3,882.85 

津第５処理分区第４負担区 13,154.24 

 

阿漕町津興 1,787.01 

垂水 10,135.85 

半田 1,231.38 

津北部第２処理分区第１負

担区 

13,556.10 白塚町 13,556.10 

津北部第３－１処理分区第

１負担区 

 

12,484.73 白塚町 12,484.73 



津北部第３－２処理分区第

１負担区 

848.40 白塚町 848.40 

津北部第５処理分区第１負

担区 

5,637.41 一身田町 5,637.41 

津北部第 13 処理分区第１負

担区 

3,320.78 

 

上浜町一丁目 1,417.43 

栄町二丁目 849.65 

羽所町 1,053.70 

津北部第 14 処理分区第２負

担区 

 

58,524.79 

 

上浜六丁目 15,137.56 

大谷町 19,266.23 

一身田上津部田 20,442.63 

渋見町 3,678.37 

津北部第 15―１処理分区第

１負担区 

 

26,049.78 

 

観音寺町 8,127.43 

広明町 3,363.71 

鳥居町 14,558.64 

津北部第 15―２処理分区第

１負担区 

18,052.21 観音寺町 570.96 

鳥居町 17,481.25 

津北部第 16 処理分区第１負

担区 

32,179.18 

 

渋見町 1,650.67 

観音寺町 30,528.51 

津北部第 17―１処理分区第

１負担区 

11,821.88 

 

観音寺町 11,351.44 

長岡町 204.54 

渋見町 265.90 

津北部第 17―２処理分区第

１負担区 

13,202.30 

 

渋見町 8,167.19 

長岡町 5,035.11 

中別保第１処理分区第１負

担区 

654.15 河芸町中別保 654.15 

中別保第２処理分区第１負

担区 

6,520.30 河芸町上野 6,520.30 



東千里東部処理分区第１負

担区 

27,538.31 河芸町東千里 27,538.31 

千里ヶ丘処理分区第１負担

区 

530.06 

 

河芸町千里ヶ丘 237.23 

河芸町西千里 292.83 

北部負担区 1,833.91 久居北口町 1,833.91 

小野辺分担区 1,696.88 久居野村町 1,696.88 

一志第３―３処理分区第１

分担区 

512.46 一志町井関 512.46 

芸濃町椋本処理区 3,918.14 芸濃町椋本 3,918.14 

安濃町負担区 177,548.51 

 

安濃町内多 95,461.96 

安濃町安濃 29,191.80 

安濃町曽根 52,894.75 

一志町第３―１処理分区負

担区 

2,004.73 一志町田尻 2,004.73 



































































































津市上下水道事業公告第２１号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和７年５月１２日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

その他

本公告の日から

令和7年5月29日 午前9時00分

31,460,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和7年5月26日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和7年5月26日

無部 分 払

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限 令和7年5月15日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

入札方法

提出期限

ホームページにて回答

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

配水管布設工　ＤＩＰφ１００ｍｍ　１２８．０ｍ

津市 観音寺町 地内 

公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和7年5月12日

配水管布設工　ＤＩＰφ７５ｍｍ 　１０１．０ｍ

仕切弁設置工φ1００ｍｍ～φ５０ｍｍ　７箇所

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式（配水管工事）

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津・香良洲

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】

【地区】

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（津市発注工事における専任配置）

元請けとして、上下水道事業局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

津市水道事業指定給水装置工事事業者である者

技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

あり

Ａ１・Ａ２

現場代理人

契約締結日から起算して124日間

・上下水道事業局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会
（小口径管）、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（耐震管口径450ｍｍ以
下）をいう。

・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行案件です。

水道整備課

令和７年度水整第９号

津・香良洲

【格付】

有

不断水仕切弁設置工　φ1００ｍｍ～φ７５ｍｍ　２箇所

令和7年5月21日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

配水管布設工　PＰφ５０ｍｍ　１０６．７ｍ

契約金額の１００分の１０以上

常駐配置（主任技術者と兼務可）



円　（税抜き）

【地区】
地 域 ・
格付要件

【格付】

【地区】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

入札方法

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること
（審査基準日：令和４年１０月１日～令和５年９月３０日）

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

無

技術者要件

その他要件

機械器具設置

所在地要件

下水道施設課

格付要件

【格付】

東海三県（三重県、愛知県、岐阜県）内本店又は支店等

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

曝気装置

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

工事概要

工 期

なし

過去１０年間（平成２７年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
　機械器具設置工事で発注された下水処理場等の水処理設備の製作、据付工事又
は修繕で契約金額が４，２００万円以上

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（専任配置）

令和7年5月12日

　駆動装置　一式

　昇降装置　一式

発注業種

特定・一般

工 事 担 当 課

津市椋本浄化センター水処理設備（１系Ｎｏ．２曝気装置）修繕

津市 芸濃町椋本工事場所

令和７年度下施処公第２－１号

地内

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

契約締結日から起算して２７３日間

前 金 払

設計図書
の 閲 覧

入札保証金

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

本公告の日から まで

令和7年5月15日

令和7年5月21日

必着令和7年5月26日

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和7年5月26日

その他

令和7年5月29日 午前9時20分

46,910,000

※工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

部 分 払

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令
で定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄
道、空港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

提出期限

契約保証金

有

無

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市上下水道庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

郵 送 先

入札方法等



円　（税抜き）

契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前9時00分

入札方法

令和7年6月5日

津市上下水道庁舎２階　入札室

有

同業種（同部門）に係る技術士（津市発注業務における専任配置）

同業種（同部門）に係る技術士

同種業務
実績要件

下水道工務課

令和７年度下工公補第１－１号

大新田調整池（ポンプ施設）実施設計等業務委託

地内津市 高茶屋小森上野町

令和7年5月12日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

雨水調整池ポンプ施設実施設計

土木関係コンサルタント
登録要件

　詳細設計　分流式（雨水）　１．５８ｍ３／ｓｅｃ

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店又は市内支店等

土木関係コンサルタント

下水道

　基本設計　分流式（雨水）　１．５８ｍ３／ｓｅｃ

部門

契約締結日から起算して２８２日間

無

提出期限

郵 送 先

令和7年6月2日本公告の日から

過去１０年間（平成２７年度以降）に履行が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
計画雨水量が１．３ｍ３／Ｓ以上の雨水ポンプ場（排水機場）の実施設計業務

当該部門
における
営業収入
金額要件

営業収入金額が２億５千万円以上であること

技術者要件

管理技術者

照査技術者

営業収入金額を有すること市内本店

市内支店等

その他要件

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

60,163,000

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

提出期限 令和7年5月21日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年5月28日 ホームページにて回答

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

※津市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

・本件は、津市公契約条例第６条の２第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。
　労働環境の確保に係る誓約事項及び令和７年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュア
ルを必ず確認してください。

・同種業務実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令
で定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄
道、空港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

入札方法等

開札日時
及び場所

令和7年6月2日

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所


